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第１部 調査の経緯及び目的

特許庁は，政府が策定した「電子政府構築計画」（平成１５年７月１７

日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏まえ，業務の効

率化による特許審査の迅速化，特許出願人の利便性の向上，レガシーシス

テムからの脱却によるシステム費用の削減等を目的として，同庁の事務処

理システムのあり方の見直しを行ってきたが，同１６年１０月に「特許庁

業務・システム最適化計画」が，同１７年８月にはその改訂版が策定され，

以後，同計画に沿って新たな事務処理システム（以下，「運営基盤システ

ム」という。）の導入が進められた。

平成１８年７月に運営基盤システムの設計・開発業者の入札公告が行わ

れ，東芝ソリューション株式会社（以下，「東芝ソリューション」又は「Ｔ

ＳＯＬ」という。）が９９億２５００万円で落札し，同年１２月に特許庁

と同社との間で設計・開発に係る請負契約が締結され，以後今日に至るま

で，同社による設計作業が進められているところである。

その後の平成２１年１１月に，経済産業省外部の者から特許庁に対し，

運営基盤システムの開発を行う企業の社員と特許庁職員が飲食をともに

しているとの情報提供があり，特許庁及び経済産業省において関係職員に

対する調査が開始されたが，同２２年３月には，上記入札前に特許庁職員

から運営基盤システムの開発を行う企業の社員への情報漏洩があったと

の一部報道があり，直嶋正行経済産業大臣の指示で，直ちに増子経済産業

副大臣をヘッドとする経済産業省内部の調査チームが立ち上げられた。

以後この調査チームが中心となり，運営基盤システムに関係する事業者

と特許庁職員の関係全般についての内部調査が進められるとともに，並行

して警察当局に対する相談と全面的な情報及び資料の提供が行われてき

た。

同年６月２２日，特許庁審判部審判官のＡ職員が，株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ（以下，「ＮＴＴデータ」という。）社員から，職務に関しタ

クシー乗車の利益の提供を受けたとの容疑により収賄罪で警視庁に逮捕

された。
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直嶋経済産業大臣は，この事態を重く受け止め，再発防止と綱紀粛正を

徹底すべく，それまでの内部調査に替えて，経済産業省外部の専門知識を

有する者による更なる調査が必要と判断した。

かかる事情の下，平成２２年６月２９日，直嶋経済産業大臣の委嘱によ

り，上記逮捕容疑に係る事実関係，及びこれと同様に特許庁職員が事業者

に対して運営基盤システムに関する便宜を供与し又は事業者から利益の

供与を受けた可能性がある事案に関する事実関係の解明及び再発防止の

ために必要な措置等の検討，並びに運営基盤システムの技術的な検証及び

改善措置の検討を目的として，以下の６名を委員とする特許庁情報システ

ムに関する調査委員会が構成された。

委員長 五木田 彬（弁護士）

委 員 遠藤 紘一（リコージャパン株式会社代表取締役会長執

行役員）

委 員 大森 一志（弁護士）

委 員 大山 永昭（東京工業大学像情報工学研究所教授）

委 員 三木 茂 （弁護士）

委 員 村田 真一（弁護士）

なお，当委員会においては，五木田委員長，大森委員及び村田委員が事

実関係の解明と再発防止策の検討を，遠藤委員，大山委員及び三木委員が

技術的な検証及び改善措置の検討をそれぞれ担当し，分担して調査を行っ

た（以下，前者を「事実解明チーム」，後者を「技術検証チーム」と呼ぶ

ことがある）。本報告書の第１部及び第２部は事実解明チームが，第３部

は技術検証チームがそれぞれ作成したものである。

当委員会の調査期間は，平成２２年６月２９日から同年８月２０日であ

る。
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第２部 事実関係の解明及び再発防止策について（事実解明チ

ーム担当）

第１ 事実解明チームの調査方法等

１ 事実解明チームの調査対象

同チームは，Ａ職員の逮捕容疑とされたＮＴＴデータからのタクシー

乗車の利益の提供にかかる事実関係の解明のほか，同社を含む事業者か

ら同人に対する飲食の提供等の有無，事業者から他の特許庁職員に対す

るタクシー乗車の利益又は飲食の提供等の有無，Ａ職員を含む同庁職員

から事業者に対する内部文書又は情報等の提供の有無にかかる事実関

係の解明を調査対象とし，加えて，同種事案の再発防止のため必要な再

発防止措置の提言を行うことを目的とした。

２ 調査の方法

事実解明チームは，運営基盤システムに関する特許庁内部の関係資料

の調査に加え，以下のとおり，事業者からの報告書・提出書類の調査，

同庁職員からのヒアリングによる調査，同庁職員に対する質問書の送付

とこれに対する回答書の回収による調査等を行った。

①事業者からの報告書

経済産業省を通じて，特許庁との間でこれまでに事務処理システム

に関する契約を締結したことのある主要事業者８社に対し，同庁職員

との業務上の関わり，同庁職員からの内部情報の提供の有無とその詳

細，同庁職員への内部情報提供の働きかけの有無と詳細，同庁職員に

対する飲食又はタクシー券その他の金品の提供の有無とその詳細（提

供の事実がある場合には，飲食店の領収書の写し又はタクシー券の写

し，飲食の案内の事実を示す電子メールの写し等）の報告・提出を求
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め，これらの資料による調査を行った。

②特許庁職員からのヒアリング

平成１８年７月の入札公告前後の時期に運営基盤システムの開発を

担当していた特許庁総務部情報システム室，同部総務課業務・システ

ム最適化推進室，同課統合運営基盤企画室，同課情報技術企画室，同

課システム開発室の管理職歴任者及び室員歴任者のうち，運営基盤シ

ステム調達全体の構造を把握していたと思われる管理職歴任者，各事

業者からの報告書等から飲食やタクシー券の提供を受け情報の提供

を行った可能性が見られた職員，上記入札公告前後における総務課長

歴任者，事業者との契約事務を担当する同部会計課の課員歴任者並び

に特許庁長官ら合計１８名（延べ２４名）に対して，ヒアリングによ

る調査を行った。

③特許庁職員に対する質問書の送付

上記ヒアリングの対象者を含む上記各室の管理職歴任者及び室員歴

任者並びにシステム調達における事業者との契約事務を担当する特許

庁総務部会計課の課員歴任者，合計８９名に対して，質問書の送付と

これに対する回答書の回収による調査を行った。

事実解明チームは，上記の関係資料，事業者からの報告書，領収書又

はタクシー券写等の提出書類，特許庁職員の回答書等を分析検討し，必

要と思われる資料については追加請求し，上記対象者のヒアリングを行

うなど事実関係の究明に努めたが，同庁内部の関係資料・データ，事業

者における同庁職員との飲食や情報交換等の記録・データには，既に保

管期限の経過により廃棄され，或いは個人的データとして各人により抹

消され保存されていないものなどが多く，特に，事業者からの回答書は，

根拠となる資料の取捨選択と当委員会に対する証拠の開示の範囲を含

めて，各社の任意の協力を前提とせざるを得ないことなどの制約があり，

このため同チームにおいて調査検討を行うことができた関係資料は自

から限定されたものとならざるを得ない状況にあった。

事実解明チームの調査は，以上のような制約の下，可能な範囲で行わ
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れたものであることをあらかじめ付言しておく。

３ 調査報告結果について

調査報告書の事実解明チーム担当部分は，同チームの３名の委員の協

議を経て前述した関係資料に基づき事実関係を認定し，これに法律上の

検討を加え，委員全員の一致による結論を記載し作成したものである。

第２ 事実関係

１ 背景事情

事実解明チームが調査検討した関係各資料やヒアリング等によれば，

以下のような背景事情が認められる。

（１）最適化計画

特許庁は，平成２年に，審査の迅速化を進めるため，特許・実用

新案の手続にペーパーレスシステムを世界に先駆けて導入し，米欧主

要国特許庁との間にＩＴネットワークを構築するなど，我が国内にお

いて電子政府に向けた先進的取り組みを進めてきた。

しかし，同庁の業務内容は，出願処理，方式審査，実体審査，審判

等の様々な類型に分かれており，こうした業務類型の違いにそれぞれ

対応するシステム仕様が求められてきた上に，開発後の十数年間に

おける累次の特許・実用新案制度の改正等に伴って何段階もの改

造が積み重ねられてきたことから，同庁全体のシステムの構造が

非常に複雑なものとなっていた。このため，新たな改造の必要が

生じた際に全てのシステムを迅速かつ整合的に調整することが

困難となり，利用者の使い勝手が悪くなり，使用する機器のサポ

ート期限が切れてしまうなどの問題が生じ始めていた。
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また，開発後のシステムの著作権は，利用主体である特許庁で

はなく，開発事業者であるＮＴＴデータが所有することとされ，

同社が同庁に対してシステムを供用し，保守・運用サービスを提

供する契約（データ通信サービス）が締結されていたが，こうし

た契約を締結することにより同庁は，開発の当初に要する初期コ

ストをＮＴＴデータへの毎年のシステム使用料の支払いという

形で平準化することができた。

一方，かかる契約の下では，ハードウェアとソフトウェアを分

離して調達したり，運用開始後のメンテナンスサービスやシステ

ムの追加改造等の調達において，ＮＴＴデータ以外の事業者が参

加する競争入札を導入することは困難であったことから，中長期

的にはコストが高止まりする可能性が生じていた。

さらに，上述のとおり，追加改造等に伴ってシステムの構造が

非常に複雑化していたことに加え，かかる追加改造や運用・管理

サービスの提供が長期間にわたりＮＴＴデータに独占されてき

たことから，システムの著作権の問題のみならず，システムに関

する知識・ノウハウ等の点からも，利用主体である特許庁自らが

主体的に管理し，独立的にシステム開発を進めることは困難な状

況となっていた。

この状況を改善するためには，システムの著作権を特許庁がＮ

ＴＴデータから購入する必要があったが，そのためには，システ

ム構築以後の追加改造費用を含めた投下コスト（残債）をＮＴＴ

データに支払わなければならないことが契約上定められていた。

このような問題が特許庁において顕在化していたころ，政府全

体においても，各府省庁が旧来の必ずしも効率的ではない大規模

システム（レガシーシステム）から脱却し，新たに効率的なシス

テムを導入することにより，業務へのＩＴの導入を推進し，行政

運営の簡素化・効率化・合理化を図る取り組みが進められており，

平成１５年にはこれら取り組みの推進を具体的に定めた「電子政

府構築計画」（平成１５年７月１７日各府省情報化統括責任者（Ｃ
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ＩＯ）連絡会議決定）が策定された（平成１６年６月１４日に一部

改定）。

こうした状況を背景として，平成１６年１０月，特許庁において，

旧来のシステムに替わる新たな効率的システムを開発・導入し，

出願人等の利便性向上や審査の迅速化，システム経費の削減に資

する効率的な事務処理システムの開発を進めることを内容とす

る「特許庁業務・システム最適化計画」（以下，「最適化計画」と

いう。）が策定された。

また，平成１６年度には，レガシーシステムからの脱却の第一

歩として，ＮＴＴデータへの残債の支払いを完了し，既存のシス

テムの著作権を所有し，主体的な開発を進める体制を整備するこ

ととした。さらに同１７年８月には，計画内容の明確化とスケジ

ュールの詳細化を行った最適化計画改訂版が策定されて，運営基

盤システムの開発・導入プロジェクトが開始されることとなった。

最適化計画は，先行して開発中の「特許庁運営基盤システム」と「特

許庁新検索システム」から構成され，段階的に開発に着手することと

されているが，平成１８年から設計開発が既に開始されている「運営

基盤システム」は，同庁の主要業務である特許，実用新案，意匠，商

標に関する出願の受付，方式審査，実体審査，登録，公報発行，審判

等の一連の業務を一貫して処理するシステムである。

本システム構築にあたっては，業務機能及び業務プロセスの徹底し

た可視化，システム基盤の大幅な見直しといった抜本的な改革を行い，

急激な知的財産の環境変化へ対応するため，特許庁が主体的に管理し

やすく，今後の法制度改正，運用変更等に柔軟に対応可能なシステム

を目指し，設計・開発を進めている。

他方，同計画の策定と並行して，政府調達につき大規模システ

ム（設計・開発が５億円以上のシステム）は一括調達ではなく原

則として分離して調達すること等が検討されており，平成１９年

３月には，政府全体で策定された「情報システムに係る政府調達

の基本指針」（同１９年３月１日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）
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連絡会議決定）において，大規模システムの調達は一括ではなく原

則として分離して実施すること等が定められた。

特許庁の最適化計画についても，政府内での検討過程において，

調達コストの低減等を図る観点から同様の対応が求められ，上記

基本指針の決定に先立って分離調達を導入することとなった。具

体的には，運営基盤システムの設計・開発のプロセスを，①共通して

使用される部分のソフトウェア（基盤部分）の設計・開発，②個別業

務を実現するためのソフトウェア（個別業務部分）の設計，③個別業

務部分の開発，④ハードウェアの導入に分けた上で，①と②の担当事

業者，③の担当事業者及び④の納入事業者をそれぞれ独立して調達す

ることとなった。

（２）運営基盤システム設計における調達手続

平成１８年５月１２日，特許庁からシステム開発業者３２社に対し，

運営基盤システムの設計・開発担当業者（上記①と②の担当事業者）

の調達のための入札仕様書（案）が配布され，同月１９日には，仕様

書（案）説明会が実施された。

同年７月１０日には，上記設計・開発担当業者の入札公告が行わ

れ，２７社に対し，仕様書，提案書雛型を含む入札資料が配布され，

同月１８日に実施された入札説明会には，１４社が参加した。

入札には，東芝ソリューション（ＴＳＯＬ），株式会社日立製作所

（以下，「日立」という。）及びＮＴＴデータの３社が参加し，入札締

切後の同年９月８日から同年１１月８日までの間，１６名の技術評価

委員による審査が行われた。

審査の結果，ＴＳＯＬが，技術点で日立，ＮＴＴデータを下回った

ものの，価格点では上記２社を上回り，低価格調査を経て予定価格の

６割以下の価格で落札した。同年１２月には特許庁と同社が請負契

約を締結し，設計作業が開始された。

（３）調達手続後の運営基盤システム設計・開発の状況
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ＴＳＯＬによる設計作業は，平成１８年当初６０人体制でプロジェ

クトをスタートさせたが，翌年初めには遅延が始まったため，順次増

員を行い，同１９年３月には２００人，同年５月には４５０人体制と

した。

しかし，特許庁の業務をＴＳＯＬ側に理解させるための研修等に想

定を超える長い時間を要したこと，研修等を受けた同社担当者が業務

設計から外れることがしばしばあったことから，上記増員も作業効率

の向上には繋がらず，他方，同庁においても，システムユーザーであ

る原課（審査部，審判部等）からの追加的要求事項が開発着手後に増

大し，作業遅延に拍車をかけたなどの事情から，ＴＳＯＬによる作業

速度は当初想定よりもかなり遅いものとなっていた。

本プロジェクトにかかる業務要件をまとめた「業務要件確認書」及

び新業務フローにおける書類，処理内容及び画面遷移等の新業務機能

を詳細化した「基本業務設計書」は，仕様書上，平成１９年９月まで

に作成する必要があったが，いずれも完成することはできなかった。

こうした遅延状況を踏まえ，同２０年１０月，システム稼働時期を当

初計画から 1 年遅れの同２４年１月とする「特許庁・業務システム最

適化計画（再改訂版）」が公表された。

ＴＳＯＬは，工程の遅れの解消に向けて，大幅な人員の増強でこれ

に対処しようとし，平成２０年１１月以降には１，３００人もの体制

を整えたが，このような急激な増員は，かえって設計指示の不徹底や

実施手順の不統一を招き，設計成果物の「品質の不均一」が生じるこ

ととなった。

こうした混乱が続いた場合，スケジュールが大幅に遅延してしまう

のみならず，設計成果物の品質自体も使用に耐えないものとなり，プ

ロジェクトの完遂そのものに大きな支障が生じると懸念されたことか

ら，特許庁はかかる事態を収拾するべく，平成２０年度末から様々な

対策を講じることとした。

まずは，平成２１年３月に，プロジェクトの段階的な進捗を確実な

ものとするために，ＴＳＯＬとの間で，契約の最終成果物のみならず，
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中間成果物（「業務要件確認書」と「基本業務設計書」）を提出する時

期，及び契約が遅延した場合の契約解除等の事項について明確にする

「確認書」を取り交わした。

また，平成２１年４月からは，これまでの遅延の原因（設計品質の

不均一，是正方法の不存在，特許庁内の原課から多数の要望）を分析

し，抜本的な改善を図るべく，新たな設計アプローチを採用すること

とした。具体的には，同庁職員も参画し，ＴＳＯＬ社員と共同で，各

設計書において記載すべき内容と範囲とを明確化した「設計規約」を

作成し，これに基づいて各担当者が作業を進めることにより，グルー

プ間でばらつきの大きかった設計成果物の品質の確保・均一化を図る

こととなった。

さらに，平成２１年５月末（同年３月に特許庁とＴＳＯＬとの間で

確認された期限）までに「業務要件確認書」と「基本業務設計書」が

ＴＳＯＬから納入されなかったことから，特許庁は，同年７月以降，

ＴＳＯＬの親会社である東芝本社に対する開発へのコミットメント

を求め，東芝本社によって直接進捗状況の管理が行われることとなっ

た。

しかし，その後にＴＳＯＬから提出された成果物の品質も十分なも

のではなく，特許庁と東芝本社との交渉を経て，内部設計書の納入期

限は平成２２年２月に，システムの稼働時期は同２６年１月に再延長

され，同２１年１０月には当該リスケジュールを反映した「特許庁業

務・システム最適化計画（再々改訂版）」が策定された。

成果物の最終版は平成２２年６月３０日に特許庁に納入されたが，

なおも相当程度の残件があることが確認されている。

上記の最終版の納入に先立って，同年４月の開始が予定されていた

業務処理機能の基幹部分に係る開発業務の入札公告は，運営基盤シス

テムに係る情報漏洩の一部報道があったこと等を踏まえて延期され

た。現在，運営基盤システムについては，当委員会による技術的検証

を行っているため，調達が中断している状況にある。
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（４）特許庁における最適化計画の推進体制

平成２２年３月まで，特許庁においては，現行の事務処理システム

も含めたシステム業務全体を統括する総務部情報システム室の総括

の下，プロジェクト実施を主として担当する部局として，プロジェク

トの全体管理と設計の実作業の主要部分等を担当する同部総務課業

務・システム最適化推進室，庁内の各部局との調整及びＴＳＯＬとの

一元的な窓口機能等を担当する同課統合運営基盤企画室の２室が設

置されていた。

これらの部局の他，プロジェクト関連の予算事務等を担当する同課

情報技術企画室，既存の事務処理システムの管理・運用等を担当する

同課システム開発室，及び運営基盤システムを含めた政府調達関係の

契約事務を担当する同部会計課契約第二班も，プロジェクトの進捗に

関与していた。

審査業務や審判業務等を担当する庁内の他部局は，設計作業の進捗

に併せて，これらの部局を介して随時設計内容についての協議を受け，

業務上のニーズを設計に反映させるべく意見具申等を行う等の間接

的な関与はしてきたが，設計作業そのものや入札手続等には直接関与

していない。

２ 事業者からの利益供与と内部情報等の提供

事実解明チームは，第１で述べたとおり，最適化計画に基づく運営基

盤システムに関する特許庁内部の関係資料の調査に加え，事業者からの

報告書・提出書類の調査，同庁職員からのヒアリングによる調査，同庁

職員に対する質問書の送付とこれに対する回答書の回収による調査を

行ったが，同庁内部の関係資料や事業者における同庁職員との飲食や情

報交換等の記録には前述の理由により既に廃棄等の処分をされたもの

が多く，事業者から提供された飲食店の領収書の写し又はタクシー券の

写し，飲食の案内を示す事業者から同庁職員への電子メールの写し等は

残存するも完全なものではないことなどから，事業者によるタクシー運
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賃の支払や飲食等の提供の有無，事業者に対する内部情報の提供等の有

無につき徹底した調査解明を行うには証拠的な限界が存在した。

同時に，事業者から特許庁職員に対するタクシー乗車又は飲食等の利

益の提供，職員から事業者に対する内部情報等の提供は，当該職員らの

刑事責任に関係し得るものであることから，事実解明チームの事実認定

においては，領収書，タクシー券等の客観的物的な証拠をベースに，事

業者の社員又は特許庁職員の記憶や供述内容も考慮しながら，慎重な検

討を行ったものである。

以下，本調査において，事業者からのタクシー乗車又は飲食等の利益

の提供，事業者に対する内部情報の提供などの事実が認められた特許庁

職員につき報告する。

（１）Ａ職員

ア 最適化計画に関わる経緯

Ａ職員は，昭和６２年４月に，システムエンジニアとして特許庁

に入庁後，主として，庁内のシステム開発に携わっており，平成１

６年４月から，平成１６年９月まで，総務部情報システム課長補佐

（情報技術企画室企画班長）として，最適化計画の策定に関与した。

Ａ職員は，平成１６年にはＴＳＯＬとＮＴＴデータの協業応札と

なった業務用パソコンの調達にも関与したが，このころから調達案

件やシステム開発について，必要な情報をＮＴＴデータ社員に提供

する見返りとして，同社員から飲食接待を受け帰宅のためのタクシ

ー運賃の支払いを受けるようになっていった。

その後，Ａ職員は最適化計画に直接関わってはいないが，最適化

計画はその目的の１つに，ＮＴＴデータのデータ通信サービスから

の脱却（レガシーシステムからの脱却）も掲げており，これにより

特許庁がＮＴＴデータへの情報開示に消極的になり，ＮＴＴデータ

側でも同庁内部の情報収集が困難となっていたことなどから，Ａ職

員が審査部へ異動後も，ＮＴＴデータによる情報収集のための飲食
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接待・タクシー運賃の供与は継続された。

その後，前記のとおり，最適化計画における運営基盤システム設

計・開発等はＴＳＯＬが落札したが，ＮＴＴデータは，運営基

盤システムに続く個別業務部分の開発の受注を目指し，ＴＳＯ

Ｌによる落札後も，情報収集のためＡ職員への飲食接待等を継

続し，平成２１年４月に同人が審判部に異動した後も継続して

いた。

しかしながら，平成２１年１２月には，特許庁がＮＴＴデー

タからＡ職員に対する飲食接待・タクシー運賃の支払い等を調

査していることが，Ａ職員及びＮＴＴデータ社員の知るところ

となり，以後は行われなくなった。

イ 飲食又はタクシー乗車の利益の供与

事実解明チームのＡ職員に対するヒアリングにおいては，上記事

実経緯の他，事業者からのタクシー乗車の利益や飲食の提供につい

て，同人から相当具体的な供述が得られた。

Ａ職員の供述は，総じて詳細かつ具体的であり，事業者の報告内

容と符合するものが多く，極めて信用性が高いと評価できることか

ら，同チームは，事業者からの飲食等の利益提供が疑われる案件の

うち，同人が具体的に記憶し，かつ領収書等の客観的証拠が存在し

ているものについては，同人の記憶どおりの事実が認められると判

断した。

事業者からＡ職員に対しタクシー乗車の利益の提供がなされたと

認められた事例は，別表１－１のとおり，７１件で，合計金額は，

２７２万３７００円であった。

また，事業者からＡ職員に対する飲食の利益の提供が認められた

事例は，別表１－２のとおり，１５件で，合計金額は１６万５０７

０円であった。

ウ 内部情報の提供等
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事実解明チームのＡ職員に対するヒアリング等の結果，Ａ職員は，

ＮＴＴデータから多数回に及ぶ飲食接待を受ける過程で，ＮＴＴデ

ータに対し，特許庁内部の資料を供与していたことが認められた。

そのうち，実際のデータ又は資料そのものが残存し，かつ同人が

ＮＴＴデータ社員に提供した記憶が定かであるものの多くは，最適

化計画に関するものであり，基盤部分の調達仕様，「最適化の原理」

（Ａ職員が，最適化計画遂行に根本原理として挙げる，①書類モデ

ル，②５機能４プロトコル，③名前空間，の３つの考え方）に関す

る資料，基盤部分の開発状況と個別業務部分の調達に関する資料，

最適化計画以前の平成２１年に同計画とは無関係に調達された業

務パソコンの調達仕様に関する資料等である。

Ａ職員がＮＴＴデータに提供した上記資料は，そのほとんどが庁

内の「お知らせ」又は共有フォルダから同人の業務内において入手

したものであり，その一部には，同人が情報システム室の経験者で

あり最適化計画に対する庁内有識者として，同室員等からＥメール

等で入手したものも含まれていた。

上記各資料提供の動機は，Ａ職員によれば，平成２０年夏ころ，

基盤部分の開発がまだ外部（基本）設計の５０％にも達していない

状況で，特許庁が基盤部分の上に構築される個別業務部分の開発を

調達する手続きに入ろうとしていたため，Ａ職員をはじめ情報シス

テム室員，庁内有識者が様々な方面に上記調達の中止を働きかけて

おり，同人は，上記個別業務部分の開発にかかる調達の落札最有力

候補であるＮＴＴデータに対し，現状では応札できる状況にないこ

とを知らせるとともに，上記調達の中止に向けて特許庁に強く働き

かけてもらいたいとの思いで，多くの資料を提供したとのことであ

る。

（２）Ｂ職員

ア 最適化計画に関わる経緯
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Ｂ職員は，平成７年４月に特許庁に入庁後，電気機器分野の審査

業務に携わってきたが，同１４年４月には審査業務部情報システム

課に併任となり（同１６年４月に審査業務部から総務部へ移管），同

１６年４月から審査部に異動する同１７年７月までの間，最適化の

アーキテクチャの検討，最適化計画に必要な人員の担保等，同計画

の立ち上げに中心的に関与した。

平成１７年７月以降，Ｂ職員は審査部での審査業務に従事するこ

ととなったが，同人が中心となって最適化計画立ち上げに関与した

上，情報システム技術に関する同人の能力には優れたものがあった

ことから，上記異動後も，業務・システム最適化推進室の室員らか

ら，同人に対しＥメール等を通じて最適化計画に関する相談等がな

されることが多くあった。

平成１７年８月上旬ころからは，ＴＳＯＬ社員との間でＢ職員主

催による検討会が開かれるようになり，以後，同１８年５月ころま

で開催された。検討会は，Ｂ職員が事前にＴＳＯＬ社員にキーワー

ドを与え，かかるキーワードを基にＴＳＯＬ社員が検討し，その検

討結果を検討会で報告し，それについて議論を行うという形で行わ

れていた模様である。Ｂ職員が始めた上記検討会は，同１８年５月

以降は後述するＣ職員に引き継がれ，同年夏ころまで開催された。

また，平成１７年４月には，Ｂ職員から日立に対し勉強会開催の

要請があり，この要請を受けて日立は同年５月から「最適化検討打

ち合わせ」と称する勉強会を開始した。この勉強会は，Ｂ職員から

提示された課題について，日立社員がその実現方法を提示し議論す

る形で行われ，同１８年１１月ころまで開催された。

平成１８年１２月からＴＳＯＬによる運営基盤システムの設計・

開発が開始されたが，大幅な作業の遅延，設計成果物の品質問題等

の混乱が続いたことは前記「１ 背景事情」で述べたとおりである。

この間にあって，最適化計画担当の若手の情報システム室員の中

には，上司である管理職の能力や考え方について不信感等を抱く者

も少なからず存在したようであり，こうした室員が上記システムの
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設計開発につきＢ職員に相談を持ちかけたりすることがあったこと

から，こうした混迷を打開するためＢ職員の技術力が不可欠と判断

したＣ職員による管理職への働きかけもあり，平成２１年４月から，

Ｂ職員は再び情報システム室課長補佐として最適化計画に関与する

ようになった。

Ｂ職員は，情報システム室に復帰後，上述した「設計規約」（特許

庁職員とＴＳＯＬ社員と共同で，各設計書において記載すべき内容

と範囲とを明確化したもの）の作成に中心的役割を果たし，以後こ

れに基づいて各担当者が作業を進めることにより，グループ間でば

らつきの大きかった設計成果物の品質の確保・均一化を図ることと

なった。

イ 飲食又はタクシー乗車の利益の供与

事実解明チームがＢ職員に対し行ったヒアリングにおいて，同人

は事業者からのタクシー乗車又は飲食等の利益提供につき具体的な

記憶がないと供述し，そこで同チームは，同人の記憶喚起のため，

事業者からの報告その他の資料に基づき上記の利益提供が疑われる

案件のリストを示したが，同人はリスト記載の全ての案件につき記

憶がないと述べ，事実上，タクシー乗車又は飲食等の利益提供に関

する供述を拒否した。

このため，事実解明チームは，Ｂ職員の供述以外の証拠により事

実認定を行うこととし，事業者による飲食等の利益提供が疑われる

案件のうち，以下の条件のいずれかを満たすものをタクシー乗車又

は飲食の利益供与として認定した。

① Ｂ職員の自宅近辺（王子）を行き先（あるいは経由地）とするタ

クシー券の控え，飲食店の領収書，事業者社員の記憶（及びＥメー

ル等）から，事業者自らが，Ｂ職員へのタクシー乗車の利益又は（及

び）飲食の提供があったと思われる（あるいは，極めて確実性が高

い）と報告したもの
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② Ｂ職員の自宅近辺を行き先（あるいは経由地）とするタクシー券

の控えが存在し，事業者社員の記憶（及びＥメール等）から，事

業者自らが，Ｂ職員へのタクシー乗車の利益の提供がなされたと

思われる（あるいは，極めて確実性が高い）と報告したもの

③ 飲食店の領収書が存在し，事業者社員の記憶（及びＥメール等）

から，事業者自らが，Ｂ職員への飲食の利益の提供があったと思

われる（あるいは，極めて確実性が高い）と報告したもの

事業者からＢ職員に対するタクシー乗車の利益が提供されたと

認められた事例は，別表２－１のとおり，２７件で，合計金額は１

８万７８３０円であった。

また，事業者からＢ職員に対する飲食の利益提供が認められた事

例は，別表２－２のとおり，３３件で，合計金額は，１９万９４７

６円であった。

なお，別表２－１のタクシー乗車の利益金額のうち，Ｂ職員の自

宅近辺が最終目的地ではなく経由地となっているものについては，

始発地から上記経由地までのタクシー乗車の利益を示すと認められ

た他のタクシー券の金額中の最少額を認定額とした。

また，別表２－２の「一人当たり金額（円）」は，飲食店の領収

書の金額を，事業者社内の交際費データ記載の人数又は事業者社員

が記憶している人数のうち，いずれか多い方で除して算定した。

ところで，本調査にあたり，ＴＳＯＬと日立からは，タクシー券

の控え及び飲食店の領収書に加え，社員に対するヒアリングの結果

得られた社員の具体的な供述等から，タクシー乗車の利益及び飲食

の提供の有無に関する各事業者としての判断を示す報告書が提出さ

れたが，ＮＴＴデータからは上記２社に匹敵する報告書は提出され

ず，このため別表２－１及び２－２の「企業名」欄記載のとおり，

ＮＴＴデータによるタクシー乗車又は飲食の利益の提供を認定する

には至らなかったことを付言しておく。

なお，アクセンチュア株式会社（以下，「アクセンチュア」とい
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う。）及び富士通株式会社からもＢ職員との飲食に関する報告がなさ

れたが，その内容はいずれも参加者が割り勘で飲食料金を支払い，

会社からの出金がなく領収書等が存在しないというものであるため，

同人に対する利益提供に認定しない。

ウ 内部情報の提供等

上記のとおり，平成１７年８月上旬ころからＴＳＯＬ社員との間

でＢ職員主催による検討会が開かれていたが，同１８年７月下旬及

び同年８月下旬に少なくとも４～５回開かれた会合において，Ｂ職

員は各時点でのＴＳＯＬの提案書案を見て，検討会での技術的な考

え方が活かされているか確認し助言していた。

また，平成１７年１２月末ころ，Ｂ職員は，ＴＳＯＬ社員に対し，

同１８年７月に入札公告を予定していた運営基盤システムの設計・

開発等の入札仕様書案（同１７年１２月版）を提供した事実が認め

られる。

最終的な仕様書案がシステム開発業者に配布されたのは，平成１

８年５月１２日であるから，公表から約４カ月半前にＴＳＯＬ社員

が同１７年１２月版の入札仕様書案を入手したことになる。この仕

様書案は全体で４２頁であり，最終版が約８００頁であることを踏

まえればごく一部であり，秘密指定もなされていないが，書き込み

のなされているパートについては，それなりの分量の記載がなされ

ており，これを読むことによって当該パートについては，調達内容

の大枠について推測が可能と見られる。

なお，最終仕様書案がシステム開発業者に対し配布される直前の

平成１８年４月末にも，仕様書案がＴＳＯＬ社員に渡った形跡があ

るが，当該仕様書案の現物の発見には至っておらず，その入手経路

も明らかではない。

さらに，Ｂ職員からＴＳＯＬ社員に対し，平成１７年４月ころか

ら同２１年５月ころにかけて数十回にわたり，Ｂ職員及びＢ職員に

近い情報システム室員らが外部に出ることも前提に作成したと思わ
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れる資料又は議事録，Ｂ職員ら以外の庁内メンバー（管理職等）が

外部に出ることを前提とせずに作成したと見られる資料又は議事録，

庁外者（経済産業省，プロジェクト管理支援業者であるアクセンチ

ュア）を含むメンバーが外部に出ることを前提とせずに作成したと

見られる資料又は議事録，他事業者（ＮＴＴデータ）が特許庁に提

供した資料又は議事録等がＥメール等を通じて送付されている。

（３）Ｃ職員

ア 最適化計画に関わる経緯

Ｃ職員は，平成９年４月に特許庁に入庁後，システムエンジニア

として，庁内の情報システム開発に携わりながら特許審査業務に従

事してきたが，同１７年４月から同年７月まで，総務部情報システ

ム課の機械化専門官・課長補佐として，最適化計画の草稿，最適化

のシステムアーキテクチャの設計を行った。同人は，同１７年７月

から同１８年３月までの間，一時担当を離れた後，再び，総務部情

報システム室，同部総務課業務・システム最適化推進室に課長補佐

として戻り，最適化システムの調達手続担当，及び調達後は最適化

システムの基盤機能及び業務モデルの担当者として，最適化計画の

技術的検討に中心となって従事した。さらに同人は，同２１年４月

から同２２年３月まで，総務課システム開発室システム計画班長と

して，特許庁ハードウェアの予算担当，特許庁情報システム設備設

計及びシステム導入時の導入担当として従事した。

前記のとおり，Ｃ職員は，平成１８年５月以降，ＴＳＯＬ社員と

の検討会を引き継いだが，同検討会では，同人が特許庁内での不満

や情報システムに関する思いを伝え，システム，技術評価等を含む

入札に関する考え方（入札における仕様書，提案書の内容，技術点

等）を述べ，ＴＳＯＬ社員から種々の提案がなされるなど意見交換

が行われていた。

ＴＳＯＬによる運営基盤システムの設計開始後，大幅な作業の遅
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延，設計成果物の品質問題等の混乱が続いたことは前記「１ 背景

事情」で述べたとおりであるが，Ｃ職員は管理職と意見が相違する

こともあり，管理職の能力や考え方について不信感等を抱くことも

少なからずあったようである。

こうした状況下，混迷する現状を打開するためにはＢ職員の技術

力や存在が不可欠と判断したＣ職員は，管理職へも働きかけ，平成

２１年４月から，Ｂ職員が再び情報システム室課長補佐として最適

化計画に関与するようになった。

その後，Ｂ職員が中心となって「設計規約」の作成を行ったこと

は，前述のとおりである。

イ 飲食又はタクシー乗車の利益の供与

事実解明チームがＣ職員に対し行ったヒアリングにおいて，同人

は事業者からのタクシー乗車又は飲食の利益提供につき具体的な記

憶がないと供述し，そこで同チームは，同人の記憶喚起のため，事

業者からの報告その他の資料に基づき上記の利益提供が疑われる案

件のリストを示したが，同人はリスト記載の全ての案件につき記憶

がないと述べ，事実上，タクシー乗車又は飲食の利益提供に関する

供述を拒否した。

このため，事実解明チームは，Ｃ職員についても，Ｂ職員と同様，

本人の供述以外の証拠によって事実認定を行うこととし，事業者に

よる飲食等の利益提供が疑われる案件のうち，以下の条件のいずれ

かを満たすものを同人に対するタクシー乗車又は飲食の利益の供与

として認定した。

① Ｃ職員の自宅近辺（金沢文庫）を行き先（あるいは経由地）

とするタクシー券の控え，飲食店の領収書，事業者社員の記憶

（及びＥメール等）から，事業者自らが，Ｃ職員へのタクシー

乗車の利益又は（及び）飲食の提供があったと思われる（ある

いは，極めて確実性が高い）と報告したもの
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② Ｃ職員の自宅近辺を行き先（あるいは経由地）とするタクシ

ー券の控えが存在し，事業者社員の記憶（及びＥメール等）か

ら，事業者自らが，Ｃ職員へのタクシー乗車の利益の提供がな

されたと思われる（あるいは，極めて確実性が高い）と報告し

たもの

③ 飲食店の領収書が存在し，事業者社員の記憶（及びＥメール

等）から，事業者自らが，Ｃ職員への飲食の利益の提供があっ

たと思われる（あるいは，極めて確実性が高い）と報告したも

の

事業者からＣ職員に対するタクシー乗車の利益の提供がなされ

たと認められた事例は，別表３－１のとおり，２２件で，合計金額

は４１万１８５０円であった。

また，事業者からＣ職員に対する飲食の利益の提供が認められた

事例は，別表３－２のとおり，２１件で，合計金額は，１０万６９

８６円であった。

なお，別表３－１のタクシー金額のうちＣ職員の自宅近辺が最終

目的地ではなく経由地となっている場合の金額算定方法，及び別表

３－２の飲食代金「一人当たり金額（円）」の算定方法は，Ｂ職員に

つき前述したところと同様である。

また，本調査にあたり，ＴＳＯＬと日立からは，タクシー券の控

えや飲食店の領収書に加え，社員に対するヒアリングの結果得られ

た社員の具体的な供述等から，タクシー乗車の利益や飲食の提供の

有無に関する各事業者としての判断を示す報告書が提出されたが，

ＮＴＴデータからは上記２社に匹敵する報告書は提出されず，別表

２－１及び２－２の「企業名」欄記載のとおり，同社からＣ職員に

対する利益提供の事実を認定するには至らなかったことはＢ職員に

つき前述したところと同様である。

なお，アクセンチュアからもＣ職員との飲食に関する報告がなさ

れたが，その内容は参加者が割り勘で飲食料金を支払い，会社から
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の出金がなく領収書等が存在しないというものであるため，同人に

対する利益提供に認定しないこともＢ職員につき述べたところと同

様である。

ウ 内部情報の提供等

Ｃ職員は，上記のとおり，平成１８年５月以降，Ｂ職員が始めた

ＴＳＯＬ社員との検討会を引き継ぎ，同検討会において同人の特許

庁内での不満や情報システムに関する思いを伝え，システム・技術

評価等を含む入札に関する考え方を述べるなどしていたが，同年４

月末ころから５月８日ころの間に，同人からＴＳＯＬ社員に対し，

同年７月の入札公告の際に配布される予定の提案書の雛型が，テン

プレートとして提供された事実が認められた。

同提案書雛型自体は，提案書のフォーマットに過ぎず，秘密指定

もなされておらず，現に提供された雛型の現物は発見されていない

が，同時期に存在した提案書雛型の一部には評価の観点が記載され

ていることから，提案書作成にあたっての参考になり得るものと見

られる。

また，ＴＳＯＬによる落札以降，複数回にわたり，Ｃ職員から同

社社員に対し，最適化計画の進捗状況や特許庁内部の動向等を知る

ことができる情報として，庁内の会議議事録や庁内メンバー（管理

職等）との会話メモ等が送付された事実が認められる。

（４）その他の職員

上記３名以外の職員については，ＴＳＯＬから２回にわたり，合計

約３万７８００円相当の飲食の利益の提供を受けた職員１名が認めら

れた。

第３ 法的検討
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１ 収賄罪

（１）特許庁の組織及び職務権限等

ア 特許庁の組織関係規程（特許庁事務分掌規程）

平成１６年１０月（最適化計画策定時）～同１７年１０月

特許庁 総務部―情報システム課（Ｂ職員，Ｃ職員）

業務・システム最適化推進室

特許審査第四部（Ａ職員）

平成１７年１０月～現在（同１７年１０月に情報システム課を廃

止し，情報システム室を設置したため，形式上，業務･システム最

適化推進室は総務課に移管した。但し，事務の総括整理は情報シス

テム室が担当）

特許庁 総務部 総務課 業務・システム最適化推進室（Ｃ職員）

システム開発室（Ｃ職員）

情報システム室（Ｂ職員，Ｃ職員）

特許審査第四部（Ａ職員，Ｂ職員）

審判部（Ａ職員）

イ 各部署の所管事務等

平成１６年１０月から同１７年１０月までの間，情報システム

課には情報技術企画室，システム開発室，業務・システム最適化

推進室が置かれていた。

情報システム課は，電子計算機により処理に関するシステムの

開発に関する事務，特許庁の所掌事務の電子計算機に関するシス

テムの維持，管理及び改良に関する事務等をつかさどる（特許庁

事務分掌規程･別表）。

情報システム課機械化専門官の所掌事務は，特許庁の総合機械

化の推進に係る事務に関することであった（特許庁事務分掌規
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程・別表）。

業務・システム最適化推進室は，工業所有権に関する業務及び

情報システムの最適化に関する事務をつかさどる（特許庁事務分

掌規程・別表）。

システム開発室は，システムの開発及び管理に関する事務をつ

かさどる（特許庁事務分掌規程･別表）。

情報システム室は，工業所有権に関する情報システムの整備及

び管理に関する事務をつかさどるものとして，総務部の下に置く。

情報システム室は，情報技術企画室，システム開発室及び業務･

システム最適化推進室の事務を総括整理する。情報システム室は

課に準ずる室とする（平成１７年１０月以降の特許庁事務分掌規

程･別表）。

特許審査第四部は，情報，通信，画像について，発明の審査及

び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する（審査長，

審査管理官及び審査室長等に関する規程第１条第６項）。

審査官は，命を受けて，特許，意匠登録及び商標登録の出願の

審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価

書の作成に関する事務を処理する（経済産業省組織規則第３２５

条第２項）。

上席審査官は，高度の知識・経験を要する出願を審査するほか，

命を受けて出願の調整に関する事務を処理する（審査官に関する

規程第７条）。

先任上席審査官は，特に高度の知識・経験を要する出願を審査

するほか，命を受けて審査の基準の調整に関する事務を処理する

（同規程第５条）。

先任審判官は，その属する部門に属する審判事件について，審

理の基準に関する事務を処理する（審判長及び審判官に関する規

程第６条第２項）。

ウ 職務権限
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①Ａ職員の職務権限

Ａ職員は，平成１６年４月から同年９月まで，総務部情報シ

ステム課長補佐として，最適化計画の策定等に関与したが，そ

の後，同１７年４月に特許審査第四部上席審査官，同１８年７

月に特許審査第四部先任上席審査官，同２１年４月に審判部審

判官に異動した後は，同人が最適化計画に直接関与することは

なかった。

しかし，最適化計画は，特許庁の業務の抜本的見直しと最新

情報技術を適用したシステム改革による更なる効率化等を目

指すものであり，特許庁の業務全般に関するものであったから，

システムのユーザである審査部等においても，最適化計画に対

する意見，提案，要望等を述べる必要があり，審査部の「部内

会議」の資料として，最適化計画に関する資料が配付されてい

た。

かかる状況において，Ａ職員は，上席審査官等として，特許

庁業務・システム最適化計画について，審査部の部内会議の資

料を入手するとともに，同計画に対し意見，提案，要望等を行

う職務権限を有していたものと認められる。

なお，収賄罪の職務とは，公務員の一般的抽象的な職務権限

に属するものであれば足り，現に具体的に担当している事務で

あることを要しない（最高裁昭和２７年４月１日判決等）。

②Ｂ職員の職務権限

Ｂ職員は，平成１６年４月から同１７年７月までの間，総務

部情報システム課長補佐として，最適化計画の策定に関与した

中心的人物であり，その間，最適化のアーキテクチュアの検討，

最適化計画のための人員の確保等の職務権限を有していた。

その後，平成１７年７月に特許審査第四部審査官となった後

も，前記Ａ職員の場合と同様に，最適化計画につき審査部の部

内会議の資料を入手するとともに，同計画に対し意見，提案，

要望等を行う職務権限を有していたものと認められる。
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現に，Ｂ職員は，審査官であった期間も，業務・システム最

適化推進室員らから，最適化計画に関して頻繁に相談を受け，

業務・システム最適化推進室員らに指示等を行っていた事実が

認められる。

Ｂ職員は，平成２１年４月に総務部情報システム室に再度配

属され，その後は最適化計画について，これを推進する本来的

任務を有しており，設計規約を作成して設計成果物の品質の確

保を図るなどの職務権限を有していた。

③Ｃ職員の職務権限

Ｃ職員は，平成１７年４月から同年７月までの間，総務部情

報システム課機械化専門官，総務部情報システム課長補佐とし

て，最適化計画の草稿，システムアーキテクチュアの設計等に

関与した。

Ｃ職員は，平成１７年７月から同１８年３月まで一時期担当

を外れたが，その後，総務部情報システム室員，同部総務課業

務・システム最適化推進室員，同課システム開発室員（システ

ム計画班長）等として最適化計画の調達手続，技術的検討等を

中心となって行っており，最適化計画について，その事務を所

管する本来的任務を有しており，具体的職務権限が認められる。

（２）職務との関連性

Ａ職員については，前述のとおり，ＮＴＴデータに対し，最適化計

画に関する基盤部分の調達仕様，最適化の原理に関する資料，基盤部

分の開発状況と個別業務部分の調達に関する資料等の特許庁の内部

情報の提供をした事実が認められる。

同様に，Ｂ職員については，最適化計画に関しＴＳＯＬ社員との検

討会を開催していたほか，同社に対し運営基盤システムの設計開発の

入札仕様書案を提供し，さらに議事録，内部資料，他事業者から提出

された資料等を提供した事実が認められ，日立社員との間でも「最適

化検討打ち合わせ」と称する勉強会を開催していた事実が認められる。
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Ｃ職員についても，Ｂ職員がＴＳＯＬ社員を集め主催していた最適

化計画の検討会を引き継いだほか，ＴＳＯＬ社員に対しては入札公告

の際に配布される予定の提案書の雛型を同社社員に提供した事実が

認められる。

以上の事実関係に鑑みれば，事業者から上記３名に提供された飲食

及びタクシー乗車の利益は，いずれも同人らの前記職務に関し収受さ

れた疑いがあり，Ａ職員は別表１－１及び別表１－２の全て，Ｂ職員

は別表２－１及び別表２－２の全て，Ｃ職員は別表３－１及び別表３

－２の全てにつき，いずれも収賄罪の成立を認める余地があると思料

する。

しかしながら，上記の各事実関係については全て捜査機関に情報提

供済であるので，事柄の性質に鑑み，当委員会としては犯罪の成否に

つきこれ以上の言及は避けることとする。

なお，上記各別表のうち飲食及びタクシー乗車の利益の供与から５

年を経過したものについては既に公訴時効が完成している。

２ 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程違反

国家公務員倫理法（以下，「倫理法」という。）は，公務員の職務の執

行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り，

公務に対する国民の信頼を確保する目的で平成１１年８月に制定され，

同法を受けて国家公務員倫理規程（以下，「倫理規程」という。）が同１

２年３月に制定され，同年４月から施行された。

（１）利害関係者

ア 利害関係者の定義等

倫理規程第２条第１項本文は，「この政令において，「利害関係者」

とは，職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ，

当該各号に定める者をいう。（後略）」と定め，同条第１項第７号は，
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「国の支出の原因となる契約に関する事務（中略） これらの契約

を締結している事業者等，これらの契約の申込みをしている事業者

等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかで

ある事業者等」と定めている。

また，倫理規程第２条第２項は，「職員に異動があった場合におい

て，当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が，

異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるとき

は，当該利害関係者であった者は，当該異動の日から起算して三年

間は，当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。」

と定めている。

さらに，倫理規程第５条第１項には，「職員は，利害関係者に該

当しない事業者等であっても，その者から供応接待を繰り返し受

ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財

産上の利益の供与を受けてはならない。」との定めがある。

イ 各事業者が利害関係者に該当すること

ＮＴＴデータは，最適化計画前のレガシーシステムに関し，特許

庁との間で契約を締結している事業者であり，情報システム課（平

成１６年１０月から同１７年１０月まで）及び情報システム室（平

成１７年１０月以降）の職務との関係で利害関係者に該当する。

また，ＮＴＴデータ，ＴＳＯＬ，日立は，いずれも平成１８年７

月１８日，最適化計画の運営基盤システム設計の入札説明会に参

加した上，入札に参加したところ，それ以前から国の支出の原因

となる契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者で

あって，情報システム室の職務との関係で利害関係者に該当する。

（２）禁止行為

倫理規程第３条第１項は「職員は，次に掲げる行為を行ってはなら

ない。」とし，同項第４号において「利害関係者から又は利害関係者

の負担により，無償で役務の提供を受けること」，同項第６号におい
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て「利害関係者から供応接待を受けること」を禁止している。

タクシー乗車の利益の供与は「無償で役務の提供を受けること」（倫

理規程第３条第１項第４号）に該当し，飲食接待は「供応接待を受け

ること」（倫理規程第３条第１項第６号）に該当する。

ア Ａ職員

Ａ職員は，平成１６年４月１日まで，審査業務部情報システム課

長補佐であったところ，審査業務部情報システム課が同年に調達予

定であった業務用パソコンの調達に関し，ＮＴＴデータとＴＳＯＬ

は，入札を行い，契約の申込みをしようとしていることが明らかな

事業者であり（実際にＮＴＴデータとＴＳＯＬが協業応札した），Ｎ

ＴＴデータとＴＳＯＬは，Ａ職員との関係で，その後３年間（同１

９年４月１日まで）は利害関係者と認められる。

また，Ａ職員は，平成１６年９月３０日までは，最適化計画の策

定に関与する総務部情報システム課長補佐であったところ，その後

３年間（平成１９年９月３０日まで）は，ＮＴＴデータ，ＴＳＯＬ

及び日立は，Ａ職員との関係で利害関係者と認められる。

さらに，Ａ職員は，ＮＴＴデータが利害関係者に該当しない事業

者となった平成１９年１０月１日以降も，ＮＴＴデータから社会通

念上相当と認められる程度を超えて，飲食又はタクシー乗車の利益

の供与を受けた事実が認められる。

同様に，日立が利害関係者に該当しない事業者となった平成１９

年１０月１日以降も，同社から社会通念上相当と認められる程度を

超えて，飲食又はタクシー乗車の利益の供与を受けた事実が認めら

れる。

よって，Ａ職員は，別表１－１の全てのタクシー乗車の利益及び

別表１－２の全ての飲食接待について倫理規程の禁止行為に該当す

ると認められる。

イ Ｂ職員
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Ｂ職員は，平成１７年６月３０日まで，総務部情報システム課長

補佐として運営基盤システムの開発を担当しており，その後３年間

（同２０年６月３０日まで）は，Ｂ職員が職務として携わる事務に

関し，ＮＴＴデータ，ＴＳＯＬ，日立は利害関係者と認められる。

また，Ｂ職員は，平成２１年４月８日から総務部情報システム室

の職務を行っており，同日以降，ＮＴＴデータ，ＴＳＯＬ，日立は

利害関係者である。

なお，Ｂ職員が情報システム課を異動した日より起算して３年経

過後の平成２０年７月１日から，同人が情報システム室に復帰する

前日の同２１年４月７日までの間は，同人との関係において上記各

事業者は利害関係者に該当しないことになるが，Ａ職員につき前述

したところと同様，この間になされた飲食等の利益提供は社会通念

上相当と認められる程度を超えたものと認められる。

よって，Ｂ職員は，別表２－１の全てのタクシー乗車の利益及び

別表２－２の全ての飲食接待につき，倫理規程の禁止行為に該当す

ると認められる。

ウ Ｃ職員

Ｃ職員は，平成１７年７月２４日まで，総務部情報システム課機

械化専門官及び同課課長補佐として運営基盤システムの開発等を担

当しており，その後３年間（同２０年７月２４日まで）は，Ｃ職員

が職務として携わる事務に関し，ＴＳＯＬ，日立は利害関係者と認

められる。

また，Ｃ職員は，平成１８年３月２８日から総務部情報システム

室，同部総務課業務・システム最適化推進室及び同課システム開発

室に所属し，調達手続や調達後の最適化システムの基盤機能及び業

務モデル等を担当していたものであり，上記時期以降は，同人が職

務として携わる事務につきＮＴＴデータ、ＴＳＯＬ、日立はいずれ

も利害関係者と認められる。

よって，Ｃ職員は，別表３－１の全てのタクシー乗車の利益供与
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及び別表３－２の全ての飲食接待につき，倫理規程の禁止行為に該

当すると認められる。

（３）報告違反

倫理法第６条第 1 項は，「本省課長補佐級以上の職員は，事業者等

から，金銭，物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待（以

下「贈与等」という。）を受けたとき（中略）は（中略），一月から三

月まで，四月から六月まで，七月から九月まで及び十月から十二月ま

での各区分による期間（以下「四半期」という。）ごとに，（中略）贈

与等報告書を，当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に（中略）

提出しなければならない。」と定めている。

Ａ職員，Ｂ職員及びＣ職員は，いずれも本省課長補佐級以上の職員

であるところ，期間内に贈与等報告書を提出した事実はない。

３ 国家公務員法違反

国家公務員法第１００条第１項は，「職員は，職務上知ることのでき

た秘密を漏らしてはならない。」とし，同法第１０９条第１２号におい

て，「第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者」に

ついて，「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定し

ている（同条本文）。

「秘密」の意義については，一般に「形式秘」（指定秘）と「実質秘」

とに区分されており，形式秘とは「行政官庁において秘密の取扱いとす

ると指定された事項」をいい，実質秘とは「その性質上非公知性と要保

護（秘匿）性を要する事項」をいう。

Ａ職員，Ｂ職員，Ｃ職員が提供した内部情報は，いずれも特許庁にお

いて秘密の取扱いとすることに指定された形式秘とは認められないこ

とから，実質秘として，同法第１００条第１項に違反するか問題となる。

本条の目的は，ある事項が漏示されるとすれば，公務の民主的・能率

的な運営を国民に対して確保することができなくなるおそれを避ける
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ことにあることからすれば，「秘密」には実質秘を含むと解される。そ

して，実質秘とは「通常の知識経験を有する多数の者に未だ知られてい

ないという非公知性及び秘匿の必要を有する事項」をいうと解される

（＜特別法コンメンタール＞国家公務員法５３５頁）。

（１）Ａ職員

Ａ職員がＮＴＴデータに提供した特許庁の内部情報は，そのほとん

どが庁内の「お知らせ」又は共有フォルダから同人の業務内において

入手したものであるが，庁外者にとっては非公知性があり，秘匿する

必要が認められる。また，Ａ職員が提供した内部情報の一部には，同

人が情報システム室の経験者であり最適化計画に対する庁内有識者

として，同室員等からＥメール等で入手したものも含まれていた。

これらに照らし，Ａ職員がＮＴＴデータに提供した情報は，通常の

知識経験を有する多数の者に未だ知られていない非公知性があり，か

つ，秘匿の必要がある情報であったと見られる。

Ａ職員による内部情報の提供は国家公務員法第１００条第１項に違

反する可能性があるが，前述したところと同様，当委員会としては犯

罪の成否につきこれ以上の言及を差し控える。

なお，上記のとおり，国家公務員法第１００条第１項違反の法定刑

は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるところ（同法第

１０９条第１２号），３年が経過した行為については，公訴時効が完

成している（刑事訴訟法第２５０条第６号）。

（２）Ｂ職員

Ｂ職員は，平成１７年１２月ころ，同１８年７月に入札公告が行わ

れた運営基盤システムの設計・開発等の入札仕様書案（同１７年１２

月版）をＴＳＯＬに提供した事実が認められる。

また，Ｂ職員は，平成１７年４月ころから同２１年５月ころにかけ

て，Ｂ職員ら以外の庁内メンバーが外部に出ることを前提とせずに作

成した資料，議事録，他業者（ＮＴＴデータ）が特許庁に提供した資
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料又は議事録等をＴＳＯＬに提供した事実も認められる。

Ｂ職員がＴＳＯＬに提供した情報は，通常の知識経験を有する多数

の者に未だ知られていない非公知性があり，かつ，秘匿の必要がある

情報であったと見られる。

Ｂ職員による内部情報の提供は国家公務員法第１００条第１項に違

反する可能性があるが，公訴時効についてはＡ職員につき述べたとこ

ろと同様であり，犯罪の成否につきこれ以上の言及は差し控える。

（３）Ｃ職員

Ｃ職員は，平成１８年４月末ころから５月８日ころの間に，ＴＳＯ

Ｌ社員に対し，同年７月の入札公告の際に配布される予定の提案書の

雛形を提供した。

また，Ｃ職員は，ＴＳＯＬが落札した以降，最適化計画の進捗状況

や特許庁内部の動向等を知ることができる情報として，同社社員に対

し，庁内の会議議事録や庁内メンバー（管理職等）との会話メモを送

付した。

Ｃ職員がＴＳＯＬに提供した情報は，通常の知識経験を有する多数

の者に未だ知られていない非公知性があり，かつ，秘匿の必要がある

情報であったと見られる。

Ｃ職員による内部情報の提供は国家公務員法第１００条第１項に違

反する可能性があるが，公訴時効は上述と同様であり，犯罪の成否に

つきこれ以上の言及を差し控える。

第４ 再発防止策の提言

本件は「第２ 事実関係」に記載のとおり，業務システム最適化計画に

関係していた特許庁職員が，同庁の契約相手又はこれになりうる事業者の

社員から飲食及びタクシー乗車の利益供与を受け，内部情報等を提供する

などしていたものであり，かかる事実関係に鑑み，当面必要と考えられる
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再発防止対策は，以下のとおりである。

１ 倫理意識の徹底

既に特許庁においては本件を踏まえ，長官から全職員へ服務規律の徹

底を促し一丸となって信頼回復に取り組むべきことを訓示したほか，本

年７月末までに国家公務員倫理審査会事務局等を講師として全職員に

集中的な倫理研修を実施しているが，さらに職員の倫理意識と服務規律

の徹底を図るため，以下の施策を講ずることが必要である。

（１）定期的な倫理研修

事件の記憶が薄れ教訓の風化しやすいことが本種事案の通弊であ

ることに鑑み，本件による教訓を倫理意識の徹底に向け継続的に生か

すべく，定期研修中に倫理及び情報管理を含む再発防止関連の科目を

新設し，本件を実例とした具体的な教訓を全職員が共有することなど

により職員の倫理意識を不断に喚起することが必要と思料される。

併せて，定期研修受講の機会がない非常勤職員等に対しても，上記

と同様の内容による講習会を随時開催するなど，全庁を挙げ永続的に

倫理と服務規律に対する意識の徹底を図ることが必要である。

（２）倫理行動マニュアルの作成と相談体制の整備

上記の研修のみならず，日常業務においても職員の倫理意識に裏打

ちされた具体的な行動が実践される必要がある。

かかる行動の指針として，実例に基づく倫理行動マニュアルを作成

し職員に配布するとともに，実務上の対処に迷った職員が容易かつ随

時に法令等の参照と必要な相談が行えるよう，これに対応した庁内掲

示板等の設置と相談窓口の整備などが必要と考えられる。

２ 情報管理の整備強化
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特許庁は情報の管理につき「情報セキュリティポリシー」，行政文書

の管理につき「文書管理規程」をそれぞれ内規として定め，職員は上記

内規に従い情報及び文書を管理し取り扱うことが求められているが，本

件においては文書に所定の秘密指定がなく，情報の機密性管理がなされ

ていないなど，上記各内規が遵守されていたとはいい難い事実が見られ

たことから，これらの改善のため以下の施策を講ずることが必要である。

（１）関連規定の整備及び新設

上記各内規は異なる担当部署で作成され，それぞれが必要に応じ改

訂されてきた経緯があるため，規定の重複を生じており，各内規が別

個に管理責任者を定めるなど体系的な整備がなされていない。

職員による内規の遵守が徹底されていない背景のひとつには，かか

る規定の不明確さ，不統一が存在すると見られるので，文書管理規定

における秘密文書の指定等に関係する規定と情報セキュリティポリ

シーの機密性に関する規定を統合して両者を一体化し，管理責任者を

一元化して権限を明確化するなど，必要な規定を新設し，情報と文書

を統一的に管理する内規を整備することが必要と思料される。

（２）秘密指定の徹底

本件調査においては，内規の遵守が徹底されない背景として，上述

した規定の不備のほか，職員が取り扱う文書を秘密文書に指定するこ

とに伴う煩雑さを厭い，あるいは，従前の慣行等に従い秘密表示をし

ないまま漫然と文書管理を続けるなど，職員における内規遵守の意識

が乏しいといわざるを得ない実情が認められた。

これらの改善のため，研修等を通じて服務規律の徹底を図る必要が

あることは前述のとおりであるが，さらに上述した実態に鑑み，秘密

指定欄を設けた文書の書式を新たに作成し，これを全職員に配布する

などして文書における秘密表示の徹底を図る必要がある。

さらに，入札書類作成支援業務等により事業者が作成し特許庁へ納

入する文書についても，同庁の指定に基づく秘密表示を行う義務を事
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業者との契約上明記するなど，庁内の文書管理と軌を一にする必要が

ある。

３ 入札手続の改善

本件においては前述のとおり，業務システム最適化計画に基づく運営

基盤システム設計開発の最終的な入札仕様書が確定する前に，入札仕様

書案の一部が上記受注を目指す事業者に流出した事実が認められた。

かかる内部文書流出の背景として，事業者が，短期間に提案書を構築

し膨大な応札書類を作成する上で競合他社に先んじて技術仕様等に関

する情報を入手したいとの動機を有することは異としないが，同時に，

開発プロジェクトに参画する特許庁職員にも，より良いシステムを構築

するため，事業者を含む外部専門家に同庁のシステム開発に関する意向

を早期に伝え，幅広く意見を交換したいとの動機が存在していたことが

認められ，これらが相俟ち上記文書の提供が行われた経緯が見られる。

正当な理由のない文書流出を阻止するため倫理意識の徹底，情報管理

の整備強化が必要であることは前述のとおりであるが，これらに加え，

受注を目指す事業者が有する上記の動機を減摩する方向で入札手続を

改善することも考慮される必要がある。

すなわち，公告から入札に至る期間を拡張することにより短期間に提

案書を構築し膨大な応札書類を作成する事業者の負担を軽減し，公開・

非公開の資料区分を徹底し公開基準を明確化することにより秘密とす

べき情報の範囲を最小限のものにとどめ，仕様書案に対する意見招請に

より得られた意見を速やかに公表するなど提案及び入札に必要な情報

を早期に公開することにより最終仕様書の予見可能性を高め，技術審査

時に事業者名をマスキングするなど，入札手続の改善を図る必要がある。

さらに，かかる趣旨を事業者に徹底し，前述した動機の減衰を図るた

め，上記の方針に基づき一般競争入札マニュアルを改訂するなどして同

庁の入札ルールを整備し，事業者に周知することも必要と思料される。
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４ 内部通報制度の強化と活用

本件発覚の端緒は，前述のとおり外部からの情報提供であり，より早

い時期に事情を知る特許庁職員から内部情報が得られていれば事案の

拡大を防止し得たとも見られることから，かかる教訓を踏まえ，同庁に

おける内部通報制度は今後大いに強化され活用されなければならない。

同庁の内部通報窓口は，本省である経済産業省に一元化され設置され

ているが，本件の教訓に加え，同庁が同省に匹敵する職員数を有するこ

とに鑑みれば，同庁独自の内部通報窓口を設置し，庁内イントラネット

から容易に上記窓口へアクセスできるよう利便性を高め，さらに職員が

希望すれば外部の弁護士等への相談が可能な措置を講ずるなど，同庁に

おける内部通報制度につき一段の強化と活用を図る必要がある。


